
【事業内容】

➊一般住宅・農家住宅・分家住宅・貸家住宅・住宅付帯施設（倉庫・住宅に附帯した農業

　用倉庫・車庫・通路等）

➋建売住宅・集合住宅・宅地分譲（住宅地造成、工場団地造成、流通団地造成）

➌農業用施設（養豚・養鶏・牛舎・養魚場・集出荷場 等）

➍資材置場

➎駐車場

➏社会福祉施設・公的施設 (老人ﾎｰﾑ・特別養護老人ﾎｰﾑ・老人保健施設・障害者施設・保

　育所・幼稚園・病院 等)

➐工場、事業所、倉庫、事務所、店舗等

➑一時転用

➒特定建築条件付売買予定地

❿太陽光発電設備

　※営農型太陽光発電設備を設置する場合、「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関す

　　るガイドライン」に基づく書類が別途必要になります。

⓫植林、山林

※内容に応じて下記以外の書類の提出が必要な場合があります。

●：申請書に必要事項を記載の場合、省略可　
▲：備考に記載した条件に合致する場合、添付

正 副

①構造図
②平面図
③立面図

◎
◎
▲

写し 写し 申請者等

【添付対象】
➊～⓫で建物・施設を建設する場合
●建物・施設の使途がわかる図面を
　添付
●③について、隣接農地への日照影
　響を及ぼすと考えられる場合、添
　付。

事業計画書 ● 原本 写し 申請者等 【添付対象】
➋～➒
➑の場合、以下の記載に加え、復元
後の図面を添付。
　・農地への復元方法
　・復元後の作付計画

宅地建物取引業免許証 ◎ 写し 写し 宅建業者等 【添付対象】
➋、➒

不動産（土地）売買契約書
（案）

◎ 写し 写し 宅建業者等 【添付対象】
➒

①・②のいずれか
①九州電力との系統連携承諾
通知書（系統連携に係る契約
のご案内）または工事費負担
金請求書

②経済産業大臣による再生エ
ネルギー発電設備認定通知ま
たは事業計画認定通知の写し

◎ 写し 写し 申請者等 【添付対象】
❿
※余剰売電を行う低圧10kw未満の発
　電設備と、自家消費専用の場合、
　①・②とも不要。

パワコン構造図（パンフレッ
トでも可）

▲ 原本 写し 申請者等 【添付対象】
❿
●１－①構造図を添付していない
　場合、添付。

植林事業計画書 ◎ 原本 写し 農業委員会 【添付対象】
⓫

農地転用書類一覧
（事業内容により提出が必要な書類）

◎：原則として添付　

部数

1

2

3

4

5

6

7

必要書類 提出 取得先 備考


